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⑦ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱いについて 

報酬告示第５の６及び７の福祉・介護職員処遇改善加算及び福

祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の㉑の規定

を準用する。 

 

（６） 生活介護サービス費 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生活介護サービス費について 

（一）  （略） 

 

（二）  共生型生活介護サービス費について 

共生型生活介護の指定を受けた共生型生活介護事業所が共

上記（二）の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実

際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。 

⑦ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱い 

報酬告示第５の６及び７の福祉・介護職員処遇改善加算及び福

祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の⑲の規定

を準用する。 

 

（６） 生活介護サービス費 

① 生活介護の対象者について 

生活介護については、次の（一）から（三）までのいずれかに該当す

る者が対象となるものであること。 

（一） 50歳未満の利用者である場合 区分３（施設入所支援を併せ

て受ける者にあっては区分４）以上 

（二） 50歳以上の利用者である場合 区分２（施設入所支援を併せ

て受ける者にあっては区分３）以上 

（三） 厚生労働大臣が定める者（平成 18年厚生労働省告示第 556

号（以下「第 556号告示」という。）第二号から第五号までの

いずれかに該当する者）であって、（一）及び（二）以外の者 

② 生活介護サービス費について 

（一）  生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害支

援区分及び利用定員に応じた報酬単価を算定することとする。 

（新設） 
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生型生活介護を提供した場合には、共生型生活介護サービス費

を算定するが、具体的な取扱いは、次のとおりであること。 

ア 対象となる事業 

指定障害福祉サービス基準第 93 条の２第 1 号に規定する

指定児童発達支援事業所等、第 93 条の３第 1 号に規定する

指定通所介護事業所等又は第 93 条の４第 1 号に規定する指

定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う共生型生活介護 

イ 共生型生活介護サービス費の区分について 

（ⅰ） 共生型生活介護サービス費（Ⅰ） 

指定障害福祉サービス基準第 93条の２第 1号に規定す

る指定児童発達支援事業所又は第 93条の３第 1号に規定

する指定通所介護事業所等が行う共生型生活介護 

（ⅱ） 共生型生活介護サービス費（Ⅱ） 

指定障害福祉サービス基準第 93条の４第 1号に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う共生型生

活介護 

（三）  営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の算定に

ついて 

（略） 

 

 

ア （略） 

 

イ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）  営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の算定に

ついて 

運営規程に定める営業時間が６時間未満である場合は、減算

することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこ

ととする。 

ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は

含まれないものであること。 

イ 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、
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ウ 算定される単位数は、４時間未満の場合は所定単位数の 100

分の 50 とし、４時間以上６時間未満の場合は所定単位数の

100分の 70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がな

される前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数で

はないことに留意すること。 

（四）  利用時間が５時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者

全体の 100 分の 50 以上に該当する場合の所定単位数の算定に

ついて 

利用時間が５時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者

全体の 100 分の 50 以上に該当する場合の減算については、以

下のとおり取り扱うこととする。 

ア ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は

含まれないものであること。 

イ 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が５時

間未満の利用者の割合の算定から除く。なお、利用時間が５

時間未満の利用者の割合の算定に当たっては、やむを得ない

事情により５時間未満の利用となった利用者を除く。 

ウ 算定される単位数は、所定単位数の 100分の 70とする。な

お、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、

６時間以上開所しているが、利用者の事情等によりサービス

提供時間が６時間未満となった場合は、減算の対象とならな

いこと。また、５時間開所しているが、利用者の事情等によ

りサービス提供時間が４時間未満となった場合は、４時間以

上６時間未満の場合の割合を乗ずること。 

ウ 算定される単位数は、４時間未満の場合は所定単位数の

100分の 70とし、４時間以上６時間未満の場合は所定単位数

の 100 分の 85 とする。なお、当該所定単位数は、各種加算

がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計

数ではないことに留意すること。 

（新設） 
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各種加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意するこ

と。 

（五） （三）及び（四）の双方の減算事由に該当する場合の取扱いについ

て 

（三）及び（四）の双方の減算事由に該当する場合の報酬の算定に

ついては、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算する。

減算となる単位数が同じ場合は、いずれか一方の事由のみに着

目して、減算を行うこと。 

（六）  注７中「一体的な運営」とは、従業者の勤務体制が一体的で

区分されていないものをいうものとする。すなわち、複数単位

で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位

ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの

定員が 81人以上のものに限られるものであること。 

（七）  医師が配置されていない場合の減算について 

（略） 

 

 

 

 

（八）  共生型生活介護事業所にサービス管理責任者が配置されてい

る等の場合の所定単位数の算定について 

サービス管理責任者を１名以上配置しており、地域に貢献す

る活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合に

算定できることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）  注７中「一定的な運営」とは、従業者の勤務体制が一体的で

区分されていないものをいうものとする。すなわち、複数単位

で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位

ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの

定員が 81人以上のものに限られるものであること。 

（四）  医師が配置されていない場合の減算について 

指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康

状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関へ

の通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置

しない取扱いとすることができることとし、その場合にあって

は所定単位数を減算するものであること。 

（新設） 
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なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペ

ースや交流会等）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、

「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域

のボランティアの受入れや活動（保育所等における清掃活動等）

の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参

加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多

世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ 人員配置体制加算の取扱いについて 

（一） （略） 

 

 

ア 人員配置体制加算（Ⅰ） 

（ⅰ） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 人員配置体制加算の取扱い 

（一） 報酬告示第６の２の人員配置体制加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までについ

ては、次のア、イ、ウごとに以下の条件をそれぞれ満たした場

合に、いずれかのみを算定できることとする。 

ア 人員配置体制加算（Ⅰ） 

（ⅰ） 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合 

・ 区分５若しくは区分６に該当する者又はこれに準ず

る者の総数が利用者の数の合計数の 100分の 60以上で

あること。 

なお、「これに準ずる者」とは、区分４以下であっ

て、第 543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄

の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等を

それぞれ同表の０点の欄から２点の欄までに当てはめ

て算出した点数の合計が 10 点以上である者又は区分

４以下であって喀痰吸引等を必要とする者とする。以

下この③において同じ。 

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を
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（ⅱ） （略） 

 

 

（ⅲ） 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う

場合 

・ 区分５若しくは区分６に該当する者又はこれに準ず

る者の総数が、共生型生活介護の利用者の数及び当該

共生型生活介護事業所において行う指定児童発達支援

等、指定通所介護等又は指定小規模多機能型居宅介護

等（以下「共生型本体事業」という。）の利用者の数

の合計数の 100分の 60以上であること。 

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介

護及び共生型本体事業の利用者の数を 1.7で除して得

た数以上であること。 

イ 人員配置体制加算（Ⅱ） 

（ⅰ） 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合 

・ 区分５若しくは区分６に該当する者又はこれに準ず

る者の総数が利用者の数の合計数の 100分の 50以上で

あること。 

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を

２で除して得た数以上であること。 

（ⅱ） （略） 

 

1.7で除して得た数以上であること。 

（ⅱ） 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合 

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.7

で除して得た数以上であること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人員配置体制加算（Ⅱ） 

（ⅰ） 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合 

・ 区分５若しくは区分６に該当する者又はこれに準ず

る者が利用者の数の合計数の 100分の 50以上であるこ

と。 

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を

２で除して得た数以上であること。 

（ⅱ） 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合 

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を２
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（ⅲ） 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う

場合 

・ 区分５若しくは区分６に該当する者又はこれに準ず

る者の総数が、共生型生活介護の利用者の数及び共生

型本体事業の利用者の数の合計数の 100分の 50以上で

あること。 

・ 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介

護及び共生型本体事業の利用者の数を２で除して得た

数以上であること。 

ウ 人員配置体制加算（Ⅲ） 

（ⅰ） 指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設等におい

て生活介護を行う場合 

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 2.5

で除して得た数以上であること。 

（ⅱ） 共生型生活介護事業所において生活介護を行う場合 

常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護

及び共生型本体事業の利用者の数を 2.5で除して得た数

以上であること。 

（二） 人員配置体制加算については、生活介護又は共生型生活介護

の単位ごとに、生活介護又は共生型生活介護の単位の利用定員

に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員（厚生労働

大臣が定める者（第 556号告示）は除く。）につき算定するこ

ととする。 

で除して得た数以上であること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 人員配置体制加算（Ⅲ） 

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 2.5で

除して得た数以上であること。 

 

 

 

 

 

 

（二） 人員配置体制加算については、生活介護の単位ごとに、生活

介護の単位の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の

利用者全員（厚生労働大臣が定める者（平成 18年厚生労働省

告示第 556号）は除く。）につき算定することとする。 
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（三） 新規に事業を開始した場合、開始した際の利用者数等の推計

に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定

できる。 

 

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて 

（略） 

 

⑤ 常勤看護職員等配置加算の取扱いについて 

報酬告示第６の３の２の常勤看護職員等配置加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）に

ついては、次のア又はイごとに以下の条件をそれぞれ満たした場

合に、指定生活介護等の単位ごとの利用定員に応じ、いずれかの

みを算定できることとする。 

なお、本加算は指定生活介護等の単位ごとの看護職員の配置に

応じて算定されるものであるため、要件を満たしていない単位に

ついては加算は算定されないことに留意すること。 

ア 常勤看護職員等配置加算（Ⅰ） 

常勤換算方法で１以上の看護職員（保健師又は看護師若しく

は准看護師をいう。以下この⑤において同じ。）を配置してい

る場合 

イ 常勤看護職員等配置加算（Ⅱ） 

常勤換算方法で２以上の看護職員を配置しており、第 556号

告示の別表第１に掲げる状態のいずれかに該当する者に対して

指定生活介護等を行っている場合 

第 556号告示別表第１ 

（三） 新規に事業を開始した場合、又は旧体系施設から移行した場

合についても、開始した際の利用者数等の推計や旧体系時の利

用実績に応じて算定要件を満たしている場合については、加算

を算定できる。 

④ 福祉専門職員配置等加算の取扱い 

報酬告示第６の３の福祉専門職員配置等加算については、２の

（５）の④の規定を準用する。 

⑤ 常勤看護職員等配置加算の取扱い 

報酬告示第６の３の２の常勤看護職員等配置加算については、

常勤換算方法で１以上の看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。）を配置している場合に、指定生活介護等の単位

ごとの利用定員に応じ、算定できるものであること。 

なお、本加算は指定生活介護等の単位ごとの看護職員の配置に

応じて算定されるものであるため、要件を満たしていない単位に

ついては加算は算定されないことに留意すること。 
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⑴ レスピレーター管理 

⑵ 気管内挿管、気管切開 

⑶ 鼻咽頭エアウェイ 

⑷ Ｏ₂吸入又は spＯ₂90パーセント以下の状態が 10パーセント

以上 

⑸ ６回／日以上の頻回の吸引 

⑹ ネブライザー６回／日以上又は継続使用 

⑺ ＩＶＨ 

⑻ 経管（経鼻・胃ろうを含む。） 

⑼ 腸ろう・腸管栄養 

⑽ 持続注入ポンプ使用(腸ろう･腸管栄養時) 

⑾ 継続する透析(腹膜灌流を含む）  

⑿ 定期導尿３回／日以上 

⒀ 人工肛門 

⑥ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて 

（一） （略） 

 

 

 

ア 視覚障害者 

身体障害者福祉法第 15 条第４項の規定により交付を受け

た身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の障

害の程度が１級又は２級に該当し、日常生活おけるコミュニ

ケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い 

（一） 報酬告示第６の４の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算につ

いては、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害の

ある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに

該当する者であること。 

ア 視覚障害者 

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４

項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障

害者手帳」という。）の障害の程度が１級又は２級に該当し、

日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障がある
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有する者 

イ （略） 

 

 

ウ （略） 

 

 

 

 

（二） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三） （略） 

 

 

と認められる視覚障害を有する者 

イ 聴覚障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が２級に該当し、日常生活お

けるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障

害を有する者 

ウ 言語機能障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が３級に該当し、日常生活お

けるコミュニケーションに支障があると認められる言語機

能障害を有する者 

（二） 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害の

うち２以上の障害を有する利用者」については、当該利用者１

人で２人分の視覚障害者等として数えて算定要件（全利用者の

100分の 30が視覚障害者等）に該当するか否かを計算すること

としているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害

である必要はない。 

また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等

において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体の

うち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて

得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利

用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たさ

れるものであること。 

（三） 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として

専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的

には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 
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⑦ 初期加算の取扱いについて 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 視覚障害 

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 

イ 聴覚障害又は言語機能障害 

手話通訳等を行うことができる者 

⑦ 初期加算の取扱い 

（一） 報酬告示第６の５の初期加算については、サービスの利用の

初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握

等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、

サービスの利用開始から 30日の間、加算するものであること。

なお、この場合の「30 日の間」とは、暦日で 30 日間をいうも

のであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者

が実際に利用した日数となることに留意すること。 

なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他

の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、

この加算の対象としない。 

（二） 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所と

の関係 

初期加算は、利用者が過去３月間に、当該指定障害者支援施

設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期

入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指

定障害者支援施設等に入所した場合（短期入所から退所した翌

日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。）につ

いては、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を 30日か
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⑧ 訪問支援特別加算の取扱いについて 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

ら差し引いて得た日数に限り算定するものとする。 

（三） 30 日（入院・外泊時加算が算定される期間を含む。）を超

える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期

加算が算定されるものであること。 

ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病

院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。 

（四） 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されて

いた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初

期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはな

らないものであること。なお、特定旧法指定施設において、旧

法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利

用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定

期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日

間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残

りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。 

⑧ 訪問支援特別加算の取扱い 

報酬告示第６の６の訪問支援特別加算については、指定生活介

護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点か

ら、概ね３ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた

者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中５日間以上

連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじ

め利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等

との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きか

け、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場
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⑨ 欠席時対応加算の取扱いについて 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 重度障害者支援加算の取扱いについて 

（一） 報酬告示第６の７の２の重度障害者支援加算については、強

合に、１回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。

なお、この場合の「５日間」とは、当該利用者に係る利用予定日

にかかわらず、開所日数で５日間をいうものであることに留意す

ること。 

なお、所要時間については、実際に要した時間により算定され

るのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介

護等に要する時間に基づき算定されるものであること。 

また、この加算を１月に２回算定する場合については、この加

算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度５日間以上連続し

て指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるもので

あること。 

⑨ 欠席時対応加算の取扱い 

報酬告示第６の７の欠席時対応加算については、以下のとおり

取り扱うこととする。 

（一） 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した

日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について

算定可能とする。 

（二） 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行

う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き

当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うととも

に、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や

自宅への訪問等を要しない。 

（新設） 
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度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動援護従

業者養成研修修了者（以下⑩において「実践研修修了者」とい

う。）により支援計画シート等の作成を行う体制を整えている

旨届出をしており、かつ支援計画シート等を作成している場合

に体制の評価として加算を算定する。ただし、強度行動障害を

有する者が利用していない場合は算定しない。 

さらに、利用者に対する支援が１日を通じて適切に確保され

るよう、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置

体制加算により配置される人員に加えて、強度行動障害支援者

養成研修（基礎研修）修了者（以下⑩において「基礎研修修了

者」という。）を配置するとともに、実践研修修了者の作成し

た支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障

害を有する者に対して日中に個別の支援を行った場合に、当該

利用者について個別の評価として加算を算定する。 

体制の評価については、サービス管理責任者等の指定基準上

配置すべき従業者が実践研修を修了し、支援計画シート等の作

成を行う場合も対象とする。 

個別の支援の評価については、基礎研修修了者１人の配置に

つき利用者５人まで算定できることとし、適切な支援を行うた

め、指定生活介護等の従事者として４時間程度は従事する必要

があることに留意すること。 

なお、報酬告示第６の７の２の注１中「厚生労働大臣が定め

る施設基準」第２号のホの（１）の「別に厚生労働大臣が定め

る基準を満たしている利用者」とは、第 543号告示第 22号の規
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定により準用する第４号の規定により、認定調査票等における

行動関連項目の点数の合計が 10 点以上に該当する者をいうも

のである。 

（二） 重度障害者支援加算については、当該加算の算定を開始した

日から起算して 90日以内の期間について、強度行動障害を有す

る者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、１日に

つき所定単位数にさらに 700 単位を加算することととしている

が、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期

段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を

要することを評価したものである。 

（三） 重度障害者支援加算は、行動障害の軽減を目的として各種の

支援・訓練を行うものであり、単に、職員を加配するための加

算ではないことに留意すること。 

⑪ リハビリテーション加算の取扱いについて 

報酬告示第６の８のリハビリテーション加算については、以下

のとおり取り扱うこととする。 

（一） （略） 

 

 

（二） （略） 

 

 

 

（三） リハビリテーション加算については、以下の手順で実施する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ リハビリテーション加算の取扱い 

報酬告示第６の８のリハビリテーション加算については、以下

のとおり取り扱うこととする。 

（一） リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、利用

者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留

意すること。 

（二） （三）により作成されるリハビリテーション実施計画を作成し

た利用者について、当該指定生活介護等を利用した日に算定す

ることとし、必ずしもリハビリテーションが行われた日とは限

らないものであること。 

（三） リハビリテーション加算については、以下の手順で実施する
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こと。 

ア 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に

必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、その他の職種の者（以下この⑪において「関連

スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに関

する解決すべき課題の把握（以下この⑪において「アセスメ

ント」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職

種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行

ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、

作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用

者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、生活

介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案

に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録

をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

イ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

こと。 

ア 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に

必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、その他の職種の者（以下この⑩において「関連

スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに関

する解決すべき課題の把握（以下この⑩において「アセスメ

ント」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職

種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行

ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、

作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用

者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、生活

介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案

に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録

をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

イ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテ

ーションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三

月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を

行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカン

ファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成す

ること。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実

施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実

施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の

作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあ
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ウ （略） 

 

 

 

 

エ  （略） 

 

 

オ  （略） 

 

 

 

 

 

 

っても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーシ

ョン実施計画に代えることができるものとすること。また、

作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。また、リハビリ

テーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、

関係する指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障

害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関す

る情報伝達（日常生活上の留意点、サービスの工夫等）や連

携を図ること。 

ウ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリ

テーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利

用予定の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障

害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等の参加を求め

ること。 

エ  利用終了時には指定特定相談支援事業所の相談支援専門

員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要

な情報提供を行うこと。 

オ  指定障害福祉サービス基準第 93 条において準用する同基

準第 19 条第１項に規定するサービス提供の記録において利

用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師

の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別

にリハビリテーション加算の算定のために利用者の状態を定

期的に記録する必要はないものとする。 
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⑫ 利用者負担上限額管理加算の取扱いについて 

報酬告示第６の９の利用者負担上限額管理加算については、２

の（１）の⑲の規定を準用する。 

⑬ 食事提供体制加算の取扱いについて 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 延長支援加算の取扱いについて 

（略） 

 

 

 

⑪ 利用者負担上限額管理加算の取扱い 

報酬告示第６の９の利用者負担上限額管理加算については、２

の（１）の⑰の規定を準用する。 

⑫ 食事提供体制加算の取扱い 

報酬告示第６の 10の食事提供体制加算については、原則として

当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて

算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最

終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施

設外で調理されたものを提供する場合（クックチル、クックフリ

ーズ若しくは真空調理（真空パック）により調理を行う過程にお

いて急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するも

の又はクックサーブにより提供するものに限る。）、運搬手段等

について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設

外で調理し搬入する方法も認められるものである。 

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者

に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。 

なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補

足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できない

ものであることに留意すること。 

⑬ 延長支援加算の取扱い 

報酬告示第６の 11の延長支援加算については、運営規程に定め

る営業時間が８時間以上であり、営業時間の前後の時間（以下「延

長時間帯」という。）において、指定生活介護等を行った場合に、

１日の延長支援に要した時間に応じ、算定するものであるが、以
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⑮ 送迎加算の取扱いについて 

報酬告示第６の 12の送迎加算については、以下のとおり取り扱

うこととする。 

（一） （略） 

 

 

 

 

（二） （略） 

 

 

 

 

 

 

下のとおり取り扱うこととする。 

（一） ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含

まれないものであること。 

（二） 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、

サービス提供時間は８時間未満であっても、営業時間を超えて

支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。 

（三） 延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき

職員（直接支援業務に従事する者に限る。）を１名以上配置し

ていること。 

⑭ 送迎加算の取扱い 

報酬告示第６の 12の送迎加算については、以下のとおり取り扱

うこととする。 

（一） 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合

については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。

ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県

知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこ

と。 

（二） 報酬告示第６の 12の送迎加算のうち、送迎加算（Ⅰ）につ

いては、当該月において、次の（ア）及び（イ）のいずれにも

該当する場合に算定が可能であること。 

また、送迎加算（Ⅱ）については、当該月において、次の（ア）

又は（イ）のいずれかに該当する場合に算定が可能であること。 

（ア）１回の送迎につき、平均 10人以上（ただし、利用定員が

20人未満の事業所にあっては、１回の送迎につき、平均
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（三） 指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活

援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

（以下「指定共同生活援助事業所等」という。）と指定生活介

護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との

間の送迎を行った場合についても、対象となること。 

（四） （略） 

 

 

（五） 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所

定単位数の 100分の 70を算定する。なお、当該所定単位数は、

報酬告示第６の 12の注２の加算がなされる前の単位数とし、当

該加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。 

（六） 「これに準ずる者」とは、区分４以下であって、第 543号告

示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動

関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄から２点

の欄までに当てはめて算出した点数の合計が 10点以上である

者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。 

⑯ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い 

（一） 報酬告示第６の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算に

的に定員の 100分の 50以上）の利用者が利用 

（イ）週３回以上の送迎を実施 

なお、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所と

の間の送迎も対象となるが、事前に利用者と合意のうえ、特定

の場所を定めておく必要があることに留意すること。 

（三） 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生

活援助事業所と指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設と

の間の送迎を行った場合についても、対象となること。 

 

 

（四） 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えない

が、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場

合等は対象とならないこと。 

（新設） 

 

 

 

（五） 「これに準ずる者」とは、区分４以下であって、第 543 号告

示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動

関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄から２点

の欄までに当てはめて算出した点数の合計が 10点以上である

者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。 

⑮ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い 

報酬告示第６の 13の障害福祉サービスの体験利用支援加算に
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ついては、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利

用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が

行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であ

って、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援

を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数

を加算するものとする（当該支援を行った場合には当該支援の

内容を記録すること。）。 

ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等に

おいて昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 

イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事

業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 

（ⅰ） 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支

援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整 

（ⅱ） 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移

行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の

支援方針の協議等 

（ⅲ） 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たって

の相談援助 

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体

験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定生活

介護等に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。  

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則である

が、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用

者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。 

ついては、２の（５）の⑥の規定を準用する。 
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（二） 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、運営規程

に、地域生活支援拠点等に位置づけられていることが規定され

ているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設

等において、１日につき所定単位数にさらに 50 単位を加算す

る。 

⑰ 就労移行支援体制加算の取扱いについて 

（一）  報酬告示第６の 13の２の就労移行支援体制加算については、

生活介護を経て企業等（就労継続支援Ａ型事業所は除く。）に

雇用されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が６

月に達した者（以下「就労定着者」という。）が前年度におい

ている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着

者の数を乗じて得た単位数を加算する。  

（二） 注中「６月に達した者」とは、前年度において企業等での雇

用継続期間が６月に達した者である。例えば、平成 29年 10月

１日に就職した者は、平成 30年３月 31日に６月に達した者と

なる。 

⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱いについて 

報酬告示第６の 14 及び 15 の福祉・介護職員処遇改善加算及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の㉑の規

定を準用する。 

 

（７） 短期入所サービス費 

① 短期入所の対象者について 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱い 

報酬告示第６の 14 及び 15 の福祉・介護職員処遇改善加算及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の⑲の規定

を準用する。 

 

（７） 短期入所サービス費 

① 短期入所の対象者について 


